
東京理科大学「研究活動に関する不正防止に係る管理体制」

【申立て・通報窓口】

監査室※

教職員 学外者学生

◎研究活動に関する不正防止に係る学内規程等
「東京理科大学研究行動憲章」
「研究活動における不正防止ガイドライン」
「東京理科大学における公正な研究活動の推進に関する規程」
「東京理科大学研究不正調査委員会規程」
「学校法人東京理科大学公的研究費管理規程」
「学校法人東京理科大学公的研究費不正使用調査委員会規程」
「学校法人東京理科大学における公益通報に関する規程」
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※公的研究費の不正使用については、
学外の第三者機関も通報窓口となる


